
 

 

 

【第9回役員会開催】 

■日時 3月8日(日) 9:30～12:00 

■会場 自治会館 A室 役員14名出席 

 

1. 1月の資源回収にご協力ありがとうございました 

回収重量 1,000kg  廃品回収金 1,380円、市補助金5,000円、合計 6,380円。 

皆様ご協力ありがとうございました。 

 

2. 4/11(土)に自治会費(4月～6月分)･日赤募金･社協賛助金の合計2,000円を集金さ

せていただきます 

自治会費(4～6月分1,500円)、日本赤十字募金200円、社協賛助会費300円、合計2,000円。 

各班の次期当番の方は、4月11日(土) 10時～12時に 自治会館にて徳永会計担当にお届けくださ

い。(徳永会計担当の自宅ではありません） 

 

3. 次回の自治会館利用受付のお知らせです 

4月11日(土) 8時30分～9時30分 自治会館Ｂ室 ※4/12(日)は総会のため前日(土)となります。 

いずれも会館担当(内田,寺崎)が受付けます。 

 

4. 防犯パトロールを継続中です 

2月は役員（内藤）にて防犯パトロールを2回(2/11,26)実施し、異常がないことを確認しました。 

 

5．外郭団体行事へ出席しました 

2/15(日) 東門前第一自治会館 社会福祉協議会第5回理事会（伊藤会長） 

2/15(日) 東門前第一自治会館 自治会連合会第6回理事会（伊藤会長） 

3/2(月) 堀崎グラウンド 第32回七里地区グラウンドゴルフ大会（主催：七里地区自治会連合会） 

大四グランドゴルフ同好会小畑会長以下5名参加、嶋田さん(5班)が男子の部6位入賞。 

 

6．新役員候補者・役職(案)が確定しました  

以下の通り新役員候補者と役職(案)が確定しました。4/12(日)定期総会による承認を得て正式に決定

します。 

役職 氏名（敬称略） 役職 氏名（敬称略） 

会長 池亀 靖 (3班) 環境衛生 

 

河原井 美和 (10班) 

副会長 金澤 源 (9班) 上原 朝子 (14班) 

 桜井 秀樹 (5班) 会館 早川 憲一 (13班) 

総務 奈須 民子 (6班)   小澤 陽子 (11班) 

 松下 和代 (7班)  広報 武田克彦（12班） 

 関 達也  (1班)  石川 勲（ 4班） 

会計 中村 一雅 (2班) 監事 柳原 登 (8班) 
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7. 新自治会公式ホームページの試験運用を開始しました 

新しいHP用アプリケーションを採用した自治会ホームページの試験運用を

開始しました。左のQRコードからお入りください。 

（Webブラウザから https://ohya-4.webnode.jp/ でも入れます） 

次にアイコンを登録します。 

【IPhone】下の真ん中にある上矢印→下にスクロールして「ホーム画面に追

加」→「追加」 

【アンドロイド】右上縦3つの丸→「ホーム画面に追加」→「インストール」 

※上記手続きにより右の画像のようなアイコンがホーム画面に追加されます。 

ホームページに入ったら、右上3本の横棒から「自治会会報」をたどれば、最

新の会報を参照できます。その他、「お知らせ」では自治会からの最新情報を参

照できます。 

 

8. 2025年度定期総会(4/12(日))の出欠回答期限は3/28(土)です 

3/8(日)各班役員を通して「令和7年度大谷第四自治会定期総会開催のご案内」を配布しました。 

日時：4月12日(日)9:30～11:30、会場：七里コミュニティーセンター 

必ず3/28(土)までに、出席いただける方は「出席通知」を、出席できない方は「欠席通知・委任

状」を、各班担当役員に提出してください。 

総会資料は4/5(日)に配布予定です。 

 
9．今年のお花見会は3/29(日)に前倒し開催されます 
自治会と悠遊クラブ共催による「2026年お花見会」は当初予定の4/5(日)から1週間早く3/29(日)

に開催いたします。参加費1,800円、申込期限は3/21(土)、11班伊藤宅郵便受けへ投函してくださ

い。詳細は既にお配りしています「2026年（令和8年）お花見会のご案内」をご覧ください。 

ご家族同伴にてぜひお気軽に多数ご参加くださいますようお待ちしております。 

 

10．9班旧佐復邸跡建築協定委員会を開催しました 
  3/14(土)9班旧佐復邸跡地の新築計画（建築主鈴木輝彦様）に関する建築協定委員会を開催しま

した。施行業者東京セキスイハイムより建築図面等の説明を受け、建築協定の基準に準拠している

として承認しました。 

  
11．近隣へのご配慮を心がけましょう 

近隣トラブル防止のため、次の点についてご協力をお願いいたします。 

⚫ 庭木・雑草が隣家へ越境していないかの定期的な確認 

⚫ 強風時に飛散する可能性のある物の屋外放置を避ける 

これらの行為は、知らないうちに隣家へご迷惑をおかけする原因となります。 

皆さまのご理解とご配慮により、安心して暮らせる地域環境が保たれます。引き続きご協力をお

願いいたします。 

 
12．転入 

2/1 11班(大谷804-109）太田海斗様  
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